
 平成23年度当初予算　予算要求シート

-

今年度要求のポイント

016

関連事業

産業振興局・ものづくり支援課局・課名／　　

1,969

106,960

金融機関への預託金

6,071,518

整理番号 15

事 業 名 金融対策事業

事 業 費

事業内容

貸付金 6,705,000

負担金・補助及び交付金 395,193

その他　特記事項

事務経費等

6,168,347

523

スケジュール（経過及び今後展開）

その他

合計

　堺市産業振興センター及び大阪府中小企業信用保証協会の保証を付した中小企業融資制度の実施
【現行制度の継続】
既存の小規模向け資金、創業者向け資金融資制度は継続する。
【制度改正】
①経営安定特別資金融資（有担保）の創設
　　資金調達円滑化資金融資の終了に伴い、新たに本市独自のｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ融資
　として経営安定特別資金融資制度を創設する。
　　運転・設備資金 限度額 5,000万円(雇用促進資金3,000万円以内と合算し
　　最大8,000万円) 期間10年  金利1.3％ 保証料1.15％以下
　　新規融資枠 40億円 貸付金（預託金） 8億8400万円

②中小企業活力強化資金融資（有担保）の創設
　　ものづくり企業、環境に配慮した経営に取り組む企業及び障害者雇用企
　業を支援する融資制度を新設。
　　運転・設備資金 限度額 5,000万円　期間は運転7年・設備10年
　　金利1.4％ 保証料全額市負担
　　新規融資枠 10億円 貸付金（預託金）2億2200万円
　　保証料負担金　6300万円

融資制度要綱、融資案内リーフレット等

1,977

23年度要求額

短期臨時職員1名

600

11,336 11,687 金融相談窓口業務等

信用保証料負担金等

523

6,046,600

(単位　千円)

委託料

需用費（印刷製本費） 600

平成21年度決算額

賃金

平成22年度予算額 平成23年度要求額

6,168,3477,114,621

全体事業費

内容・積算等項目

①経営安定特別資金は利用対象者を広げる。
　当該制度は市の保証料負担は実施しない。
②中小企業活力強化資金を創設。ものづくり企業、環境配慮経営に取り組む製造業以外の企業、
  障害者雇用企業を対象に支援。保証料全額市負担。
③保証料率の軽減（堺市産業振興ｾﾝﾀｰの保証料率区分変更による小規模事業者の負担軽減）。
④窓口相談体制の強化（専門職員を配置）。

22年度予算

主な要求内容 （単位：千円）

　一般的に中小企業は信用力が低く、特に創業者や小規模事業者が、
金融機関から直接借入をすることは困難である。市が保証機関や金融
機関と連携して融資制度を実施することにより、中小企業の資金調達
を円滑にし、企業経営の安定及び強化を図ることが本事業の目的であ
る。

事業目的

事業期間 　H　～　H　　

・資金調達円滑化資金の継続実施（H22年度末終了）
・ものづくり投資促進資金を継続実施（H22年度末終了）
・雇用促進特別資金融資制度を新たに創設。

・経営安定特別資金融資の創設
・中小企業活力強化資金の創設
・雇用促進資金の継続実施

【経過（～22年度】 【23年度】

23年度に新設した2つの融資制度の継
続または見直しを景気動向を見て判断。

【今後（～24年度】

7,114,621


